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上場維持基準への適合に関するお知らせ 
 

当社は、2023 年２月 17 日に、東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準への適合に向けた計画書を

提出し、その内容について開示しております。 

この度、東京証券取引所から「上場維持基準（分布基準）への適合状況について」を受領し、2025 年 11 月

30 日基準日時点において、スタンダード市場の上場維持基準のすべてに適合していることを確認しましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 当社の上場維持基準の適合状況の推移 

当社は、2024 年 11 月 30 日時点において、スタンダード市場の上場維持基準のうち、「流通株式時価総

額」について基準を充たしておりませんでした。 

その後、「上場維持基準の適合に向けた計画」に基づく取り組みを進めた結果、2025 年 11 月 30 日基準

日時点において、スタンダード市場の上場維持基準のすべてに適合いたしました。 

 

  株主数 流通株式数 流通株式時価総額 流通株式比率 

当社の

状況 

2022年 11月 30日 1,413人 8,639単位 636,579,113円 40.9％ 

2023年 11月 30日 1,326人 8,854単位 623,161,937円 41.9％ 

2024年 11月 30日 1,350人 10,006単位 694,516,716円 47.2％ 

2025年 11月 30日 2,499人 10,760単位 1,289,412,780円 50.6％ 

上場維持基準 400人 2,000単位 1,000,000,000円 25.0％ 

2025年 11月 30日時点の適合状況 適合 適合 適合 適合 

  ※当社の適合状況は、東証が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行ったものです。 

 

２．上場維持基準の適合に向けた取り組みの実施状況 

当社は、2023 年２月 17 日に公表しました「スタンダード市場の上場維持基準への適合に向けた計画

書」に基づき取り組みを進めた結果、「流通株式時価総額」についても適合となり、上場維持基準のすべ

ての項目に適合いたしました。今後もスタンダード市場の上場維持基準に安定的に適合していくため、

持続的な成長と企業価値向上に努めてまいります。 

以上 


